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くろさわ病院訪問リハビリステーションのご案内

1. 施設の概要

（１） 施設の名称等

  ・施 設 名    くろさわ病院訪問リハビリステーション

  ・開設年月日    平成１１年１２月２７日

  ・所 在 地    長野県佐久市中込１－１７－８

  ・電話、FAX 番号 ０２６７－６４－１００２（直通）

※ 当施設より携帯電話等へ連絡する場合には、

くろさわ病院代表番号：０２６７‐６４‐１７１１で着信表示されることがあります

・管理者名     社会医療法人 恵 仁 会 理事長 黒 澤 一 也

・介護保険指定番号 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

          （２０１１７１７１５０号）

（２） 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の目的

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）は、心身の状態が   

要介護（要支援）状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、   

自己の有する能力に応じ自立した日常生活を送ることができるように、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の機能の維持・回復を

目指すリハビリテーションサービスです。

（３） 訪問リハビリテーションの対象者

年齢６５歳以上で、要介護認定における要介護度１～５または要支援１～２の認定を

受けた方。または、年齢４０～６４歳で若年性認知症、脳血管障害など１６の特定疾病

によって、要介護１～５または要支援１～２の認定を受けた方が対象となります   

（ただし、入院治療の必要のない状態の方に限ります）。

（４） 職員体制

・医師              １名以上

・理学療法士           １名以上

・作業療法士           １名以上

・言語聴覚士           １名以上

（５）サービスの利用

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）は、居宅介護支援   

事業者による居宅サービス計画（介護予防サービス支援計画）に基づいたリハビリ   

テーションサービスです。利用にあたり、介護支援専門員からの基本情報を基に利用者

の病状・身体状況等確認の上、事業所医師等による職員の協議により利用の決定をさせ

ていただいた後、利用申し込みに必要となる施設所定の用紙の記載・提出をいただきま

す。また、利用開始前に利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションの方法や業務で使

用する車両の駐車場所等について確認させていただきます。
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（６）サービスの提供

訪問リハビリテーションサービスの提供に関しては、居宅介護支援事業者の    

居宅サービス計画（介護予防サービス支援計画）を踏まえ、事業所理学療法士等による  

身体能力の評価を基に訪問リハビリテーション計画を作成し、サービス提供を実施  

いたします。   

（７）利用日及び時間帯

利用日：月曜～金曜まで実施（祝日も実施）

通常のサービス実施時間：午前９時～午後５時 

（８）利 用 料

・介護保険制度では、要介護認定による要介護１～５、または要支援１、２によって

利用料が異なります。

詳細については３ページ「利用料金表」にてご確認ください。

・支払方法

毎月１回、月末締めとし、翌月 15 日までに請求書を発行いたしますので、請求内容を   

ご確認ください。お支払い方法は原則として、指定口座からの引き落とし（翌月 27 日）

とさせていただいておりますが、施設窓口での現金によるお支払いも可能ですので、  

契約時にご相談ください。指定口座からの引き落とし後または現金でのお支払い後に 

領収書を発行いたします。   

（９）非常災害対策

 消火、通報及び避難の訓練を年２回以上実施いたします。また、防災対策に関して、

消防署の指導を受ける等定期的な連携協力体制を確保しております。

（１０）禁止事項

当施設では、多くの方に安心して施設のご利用をいただくため、利用者の“営利行為”

“宗教の勧誘”“特定の政治活動”は禁止いたします。

（１１）利用注意事項

    ・緊急時を除き、利用中の外来受診は制度上行えません。利用日前から体調が悪くな

った場合などは、利用日をまたず、すぐ医療機関を受診してください。

    ・都合により利用をキャンセルする場合は９：００までとし、それ以降になります

     と、キャンセル料を請求させて頂く事となります。

    ・その日の利用者さまの人数、住所、道路状況によっては訪問の順番、ルートが変更

となり、到着時刻が前後することがありますことをご理解ください。    

（１２）苦情処理

    利用者からの相談、苦情等に対応する常設の窓口（具体的な仕組み等の説明）

    苦情処理担当者 くろさわ病院訪問リハビリステーション：國分 隆行

℡０２６７－６４－１００２

    また、各市町村の相談・苦情窓口等や国民健康保険団体連合会にも苦情を

伝えることができます。

佐久市福祉部高齢者福祉課   ℡０２６７－６２－３１５４        

     国民健康保険団体連合会 介護保険課    ℡０２６－２３８－１５５５  
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利用料金：要介護１～５

自己負担金額は合計単位数の１割（条件によっては２割及び３割）となります。

訪問リハビリテーション費：３０８単位／回

退院時共同支援加算：６００単位／回

認知症短期集中リハビリテーション実施加算：２４０単位／日

サービス提供体制強化加算Ⅰ：６単位／回

移行支援加算：１７単位／日

短期集中リハビリテーション加算：２００単位／日

利用料金：要支援１～２

自己負担金額は合計単位数の１割（条件によっては２割及び３割）となります。

訪問リハビリテーション費：２９８単位／回

利用開始から 12 ヶ月越えた場合：３０単位減算  

退院時共同支援加算：６００単位／回

認知症短期集中リハビリテーション実施加算：２４０単位／日

サービス提供体制強化加算Ⅰ：６単位／回

移行支援加算：１７単位／日

短期集中リハビリテーション加算：２００単位／日

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算：所定単位数に 5/100 を乗じた単位数

☆ お休み等の連絡、お問い合わせは午前８時３０分～午後５時３０分の間（日曜日、

年末年始を除く）に下記へご連絡下さい。

くろさわ病院訪問リハビリステーション

電話番号 ０２６７－６４－１００２


